
θ	3	 働く

（1）働くことと環境とのつながり
私たちにとって働くということは、生活の糧として所得を得るということに加え、自らの能力を活か

した、自己実現を通じた生きがいづくり、さらには地域や社会の課題を解決する商品やサービスの企画
や製造等に携わることにより、持続可能な地域づくりを担うことにつながります。環境との関係は、職
員の通勤や営業等の移動に加え、事業活動全体のサプライチェーンによって生じる環境負荷、事業活動
の生産・提供する物やサービスによる環境保全への貢献があります。

2017年3月に働き方改革実現会議が決定した「働き方改革実行計画」では、柔軟な働き方がしやす
い環境整備として、時間や空間の制約にとらわれることなく働くことができる「テレワーク」を推奨し
ています。テレワークは、移動に伴うCO2排出量の削減やペーパーレス化等の環境保全効果が期待さ
れています。

気象災害や感染症等のリスクへの対応の観点から、テレワーク等の柔軟な働き方を進めていくことも
重要です。

事業活動のサプライチェーンによって生じる環境負荷については、通勤や営業等に伴う環境負荷は移
動・交通と輸送と重複する部分があるため、以下では、それ以外の個人としての働き方といった視点
で、最近取組が広がりつつあるSDGsの視点等を企業の本業で取り入れることや多様な働き方について
紹介します。

（2）働くこととSDGs
近年企業においては、SDGsを「本業」を通じて、社会の課題を解決し、持続的に成長・発展してい

くための道しるべとして捉え、環境、経済、社会の観点を取り入れながら事業を展開していく動きが広
がっています。

環境省では2018年6月に中小規模の企業・事業者を対象とした「持続可能な開発目標（SDGs）活
用ガイド」（2020年3月改訂）を発行しました。本ガイドでは、SDGsの活用により、企業イメージの
向上による多様性の富んだ人材確保につなげていく、また新たな事業機会の創出等を図っていくための
具体的な取組を紹介しています。

2019年7月に公益社団法人経済同友会が取りまとめた「企業と人間社会の持続的成長のための
SDGs～価値創造に向けて、一人ひとりが自ら考え、取り組む組織へ～」においては、SDGsを企業経
営や組織変革のツールにするためには、組織を構成する一人一人の個人の動機付けと活性化が最も重要
であるとしています。そのためには、経営者がSDGsを深く理解し、自らが伝道師となって語り、伝
え、それを企業戦略、事業計画、目標に落とし込むこと等を通じて、個々の社員が、経営層から現場ま
で、自分の役割や仕事、行動を通じて、自社の存在意義と持続可能性への貢献に資する価値創造に自発
的に取り組めるような組織文化にしていくことが鍵になるとしています。このようにSDGsを企業が企
業戦略として取り組むことで、そこで働く人たちが組織の歯車ではなく、価値創造の担い手として自覚
を持って働くことができれば、一人一人がよりやりがいや幸福感を高めながら、環境保全にも寄与する
働き方ができると言えるでしょう。

SDGsが広がりつつある中、環境省では、「ローカルSDGs『地域循環共生圏』ビジネスの先進的事
例とその進め方」を取りまとめました。ここでは、地域においてSDGsを実現する取組を展開している
企業の成功要素を整理しており、その成功を担った組織の個人がどのような役割を担ったかについても
触れています。以上のような取組の中で、環境、経済、社会の視点を統合して、企業による価値創造、
イノベーションにつなげていく働き方が広がっていくことが期待されます。
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（3）地域循環共生圏の創造につながる多様な働き方
ア　副業や他業を通じたイノベーション、持続可能な地域づくりへの貢献

気候変動時代において環境・経済・社会の課題を解決するためには、私たち自身が地域循環共生圏づ
くりの担い手になっていくことも重要です。

環境省では、2019年度から地域循環共生圏の実現を目指して、環境課題を中心とした地域課題の解
決に主体的、継続的に取り組む若手リーダーを育成するため「持続可能な地域の未来づくりに向けた
SDGsリーダー研修」を始めています。地方自治体・民間企業・NPO等に勤務する、おおむね35歳以
下の社会人を対象に、2泊3日の合宿形式で、講義、現地視察、グループワーク、プレゼンテーション
等を行い、業種や分野を超えた人々の連携・協働によって環境・経済・社会課題の同時解決やパート
ナーシップ構築に自ら取り組む地域の次世代リーダー育成を行うものです（写真3-1-1、写真3-1-2）。

	写真3-1-2	 グループワークでの討議

資料：�環境省

	写真3-1-1	 先進事例の視察

資料：�環境省

また、環境・経済・社会の地域課題の統合的な解決を目指し、それぞれの地域で地域循環共生圏のビジョ
ンを形成するために、地域の未来づくりに関心のある若手を対象としたSDGsローカルツアーも開始しました。

SDGsローカルツアーでは、ソーシャル＆エコ・マガジン「ソトコト」と協働して、全国10か所で、
若手によるSDGsの取組、地域の可能性、観光以上移住未満とも言われる「関係人口」などを取り上
げ、地域の未来について考えるセミナーを開催しています。セミナー会場を地域づくりに取り組んでい
る地域の「関係案内人」のいる場所とすることで、セミナーの開催後も、参加者が継続的、自発的に集
まって地域の未来づくりについて検討し、具体的な活動に発展していけるようにしています。

地域循環共生圏の創造を進めていくためには、地域のニーズを明らかにし、地域の資源を最大限活用
し、地域の様々な関係者のパートナーシップを構築しながら経済社会や技術のイノベーションを進めて
いくことが必要です。そのために働き方のイノベーションも重要であり、最近は複数の仕事や役割を組
み合わせる働き方も注目されています。

2017年の就業構造基本調査における副業者の比率は、2012年と比較して2017年には、非正規、正
規の職員・従業員とも増えています。さらに現在就いている仕事を続けながら、他の仕事もしたいと
思っている追加就業希望者は、特に正規の職員・従業員で伸び率が高い状況になっています。

このような状況の下、「働き方改革実行計画」は、新たな技術の開発、オープンイノベーションや起
業の手段、第2の人生の準備等の多様な観点から「副業」や「兼業」の普及を促進していくことを提示
しました。これに基づき、2018年1月に副業・兼業の促進に関するガイドライン及び副業・兼業に関
する規定を盛り込んだ「改訂版モデル就業規則」が制定されています。

地域の課題を解決するイノベーションのためには、多様な専門知識や技術を有する者が、地域の課題
解決のために、それらを活用、アレンジをしていくことも有効です。地域外からの知識や技術を事業者
間で協力しながら獲得するオープンイノベーションも有用と考えられます。少子高齢化や人手不足が進
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む人口減少社会では、兼業による人材リソースの活用も求められていくでしょう。
また、地方へ移住する人たちの中には、環境に負荷の少ない心豊かな暮らしを求めて、有機農業や林

業など自然資源を維持する仕事に関わりながら、自らの生きがいを追求する働き方を実践している人た
ちが増えています。中山間地域では、集落での生活を営むためには里山、農地、共有林や水路の管理な
ど様々な地域資源の維持活動が必要不可欠で、そのために担い手の確保も重要です。特に気候変動によ
り台風が強大化する中、山林の維持管理が行き届かなければ、倒木によるライフラインの寸断により停
電等の生活への直接的な悪影響が生じる状況になっています。

一方、中山間地域の急傾斜地などの小規模な農地や林地などにおける農林業活動は一般的に収益性が
低い状況です。このような場所においては、それぞれの活動から「小さな利益」を得ながら、複数の仕
事を組み合わせる多業が必要不可欠です。

2015年8月に閣議決定された「国土形成計画」は、集落の生活の維持に関して「『半農半X』等の多
業（ナリワイ）による生活を積極的に評価することによって、人口減少下においても集落での生活を維
持できる可能性がある」と述べています。このようなことから中山間地域では、移住者の新しい暮らし
へのニーズ、集落の維持や生活・生計の維持双方の観点から「多業」が求められる状況になっています。

半農半X研究所の塩見直紀氏は、「環境問題」を「生き方」を通じて解決する観点から、「半農半X」
というライフスタイルを提案しています。「半農半X」を持続可能な農ある暮らしをしながら、与えら
れた才能（個性や長所等）を生かしたクリエイティブな仕事をしていくことと定義しています。島根県
では、半農半Xを島根らしい田舎のライフスタイルとして提案推進するとともに、農業就業人口の減少
に伴い中山間地域において耕作放棄地が拡大する中、農業の担い手としても位置付けています。

長野県では2015年に策定した地方創生戦略であ
る「長野県人口定着・確かな暮らし実現総合戦略～
信州創生戦略～」において、人生を楽しむことがで
きる多様な働き方・暮らし方の創造を基本方針の1
番目に位置付けました。金銭的、物質的な豊かさか
ら心の豊かさをより重視し、長野県で暮らし、働く
ことで人生を楽しみ、生きがいを持つことができる
社会をつくるため、農ある暮らしと好きなこと・や
りたい仕事を両立させる新しいライフスタイルなど、
長野県ならではの「一人多役」を実現する多様な働
き方、自然と共生し人と人とが支えあう暮らし方を
促進し、発信するとしています。

これを踏まえ、長野県では、県内の「一人多役」
の実践者を紹介する冊子を作成することを通じて、
一人多役のライフスタイルを広く発信しています。また、北信州（長野県飯山地域）をモデル地域として、自
然や人とつながりながら、やりたいこととやるべきことを組み合わせた自分流の働き方、暮らし方を考える場
づくりをしています。例えば、長野県には、夏は農業、冬はスキー場といった季節雇用の求人が多い地域もあ
りますが、これらを組み合わせて年間を通して仕事ができるようなライフスタイルの実現を支援しています。

また、一人多役のライフスタイルの実現には小さな農業、林業を実践しやすい環境を整えることも重要で
す。移住者向けの農ある暮らしのための学びの場づくりを行ってきたほか、2019年から農業未経験者の小
さな農業の実践を支援する農ある暮らし応援事業を開始しています。

林業については、2018年度から長野県の森林づくり県民税を活用して、県民協働による里山の整備・利
用事業を開始し、専業の林業事業者だけでなく、副業的、自伐型で里山を管理する担い手の人材育成及び森
林管理の取組も支援しています。さらに、エコツーリズムといった森林の多面的な利用を担う人材育成も進

事例	 長野県における一人多役（長野県）

長野県での一人多役ライフスタイル説明会

資料：長野県
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イ　ワーケーション等関係人口としての複数拠点での働き方
都会のオフィスを離れて自然豊かなリゾート地などで休暇と組み合わせて、情報通信端末等を活用し

たテレワークも行うワーケーションの取組など「関係人口」を創出、拡大する取組が近年注目されてい
ます。「関係人口」とは、特定の地域に継続的に多様な形で関わる者のことであり、地方とのつながり
を築き、地方への新しい人の流れをつくるため、内閣府を中心に関係人口を拡大させる取組が進められ
ています。例えば、都市住民と地域とをつなぐ中間支援組織としてプロフェッショナル人材戦略拠点を
拡充したり、地方での副業・兼業等に要する移動費に対する補助の仕組みが導入されています。

このような関係人口を拡大する取組の一つであるワーケーションは、「ワーク（仕事）」と「バケー
ション（休暇）」を組み合わせた造語です。普段とは異なる環境で仕事をしつつ、別の日や時間帯に休
暇を取ったりすることで、自らの業務に対するモチベーションを向上させ、創造性や生産性を高めるこ
とができます。また家族や友人と過ごす時間を増やすことなどにより、個人としてのワークライフバラ
ンスを図ることのできる働き方にもなり得ます。また、滞在先の地域にとっても関係人口が増え、地域
の活性化にもつながります。ワーケーションの全国的な普及を図るため、2019年11月に全国65の自
治体が参加する「ワーケーション自治体協議会」が設立されました。

ワーケーション等関係人口の創出・拡大を地域循環共生圏の創造につなげていくためには交流等を行
う場所の利用により地域の自然資源の維持保全に寄与すること、交流等で地域資源や地域課題に触れ、

めています。このような形で進める「一人多役」は、自己実現をしながら、地域の自然資源管理の持続可能
性や、中山間地の暮らしの価値を高める働き方を促すものとなっています。

島根県では、2010年より半農半Xの働き方支援の取組を展開しています。県外からの1年以内の移住者
で、65歳未満で一定規模（販売金額が50万円）以上の営農を予定する半農半X実践者に対して、就農前研
修経費、定住開始後の営農に必要な経費、営農を始める際に必要な施設経費の助成を行っています。2020
年3月末時点で、74人を半農半X実践者として認定し、そのうち68人が県内各地で半農半Xに取り組んで
います。家族を含めるとこれまで119人が定住・定着しています。

半農半Xのパターンは下表のとおりで、半農半農雇用（自営＋他農業法人での雇用）が最多で、中にはよ
り農業に特化し、認定新規農業者へ移行する者も出ています。

島根県が2015年に行ったアンケート調査結果では、実践者の大半が自然環境に満足するとともに、移住
前よりも幸福感が増大していました。さらに、地域の中核である農業法人で欠かせない戦力になっているほ
か、実践者一家の移住により、地域の寄り合いが復活するなど高齢化が進む集落が活性化するなどの、地域
貢献に寄与する事例もでています。

島根県の半農半X実践者数（2020年3月末時点）

農業法人勤務、集落営農勤務、加工所勤務など半農半農雇用

半農半蔵人

半農半除雪

半農半サービス

半農半自営業

半農半漁

具体的な「X」※複数回答 実践者数カテゴリー

酒造会社（杜氏）

スキー場勤務、高速道路除雪

道の駅勤務、ホームセンター勤務、コンビニエンスストア
勤務、新聞配達など

庭師、左官、カメラマン

河川漁業 1名

6名

28名

8名

5名

23名

資料：島根県

半農半X実践者の農作業の様子

資料：島根県吉賀町

事例	 島根県による半農半Xの取組（島根県）
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地域課題解決のための取組に参加するなどがあります。前者については、森林空間利用が広がること
で、都市と地方の交流が進み、森林の持つ様々な価値の理解が促進され、森林の整備・保全につながっ
ていくことが考えられます。

林野庁では、健康、観光、教育等の多様な分野で森林空間を活用して、山村地域における新たな雇用
と収入機会を生み出す新たなサービス産業として「森林サービス産業」の創出・推進に取り組んでいま
す。このような産業が創出・推進されることで、具体的には、山村のサテライトオフィスや研修・宿泊
施設で両親が仕事をしながら、家族で森林浴等の健康づくり、自然探勝、トレッキング等の自然体験を
楽しんだり、さらには子供たちも、森のようちえんや木育等森林を通じた体験活動、学びの場を体験し
たりすることができるようになります。森林総合研究所の調査によれば、森林浴により、神経系での脳
活動や交感・副交感神経活動がリラックスすること、内分泌系でコルチゾール濃度等が低下し、ストレ
スが減少すること、免疫系では、NK（ナチュラルキラー細胞）活性が向上することで、体全体の抵抗
力を高め病気になりにくい体を作る効果があると評価する研究成果も報告されています。

また、これらの森林サービス産業を地域の担い手が提供することで、地域に雇用が生まれるととも
に、森林を持続可能な形で維持管理することにもつながります。

後者については、後述のユニリーバ・ジャパンが始めている、TeamWAA!のような取組が始まっ
ています。

さらに、都市部と地方部に二つの拠点を持ち、定期的に地方部で過ごしたり、仕事をしたりする二地
域居住は、継続的に地域循環共生圏の創造に関わることができる可能性のあるライフスタイルです。二
地域居住者が農林業や地域活動等に携わる場合、当該居住者を雇用する企業にとっては、農山村のこと
を理解する従業員の拡大により地域の課題解決に向けた新規ビジネスの展開につながる可能性がありま
す。受け入れ側にとっては、人口減少する地域コミュニティの活性化や、遊休農地の解消や新たな仕事
の創造に寄与します。二地域居住も休日半農、平日半X等により環境保全型の多業を実現できる可能性
のある暮らし方と言えます。

国土交通省が2018年に取りまとめた「二地域居住推進の取組事例集」の中には、南房総市のNPO
法人南房総リパブリックの取組を紹介しています。二地域居住者が求める古民家が無断熱のものが多く
都市居住経験者を遠ざけることになっていることから、DIYエコリノベーションワークショップを実
施し、古民家の断熱改修を実践するワークショップの開催など環境に配慮した二地域居住を推進する取
組も始まっています。

ユニリーバ・ジャパンでは、社員のウェルビーイング（幸福度）を向上させながら、地域との人材交流をは
かり、新しいイノベーションやビジネスモデルを生み出せるような働き方を推進しています。同社は2016年
7月、誰もがいきいきと自分らしく働き、豊かな人生をおくれるような新しい働き方として、働く場所と時間
を社員が自ら選択できる「WAA」（Work from Anywhere and Anytime）を導入しました。働く場所は会社
のほか自宅やカフェなどでも良く、平日の5時から22時の間で自由に勤務時間や休憩時間を決めて働くことが
できます。工場、営業の一部を除く全社員が対象で、理由を問わず、期間や日数の制限もありません。WAA
導入後の社内調査では、30％の社員の生産性が向上し、33％の社員が幸福感があがったと回答しています。

2019年からは、この仕組みを更に発展させた「地域 de WAA」が始まっています。これは、ユニリー
バ・ジャパンと自治体の連携による新しいワーケーションの仕組みです。自治体は、ユニリーバ・ジャパン
の社員にコワーキングスペース（ネット環境が整い、働くことのできるスペース）と宿泊場所を提供します。
また、社員に関わってもらうことを希望する地域課題や仕事を提示し、自治体の課題解決のために貢献した
場合は宿泊費を負担します。つまり、社員が当該自治体で自社業務をしつつ、空き時間を活用して、地域の
課題解決に貢献できるようにしているのです。

例えば、宮崎県新富町での地域 de WAAでは、町の小学6年生が携わる地元の産物を朝市で売るというプ

事例	 企業の地域における新しい働き方（ユニリーバ・ジャパン）
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θ	4	 レジャー・余暇

（1）レジャー・余暇における環境とのつながり
私たちは、レジャー・余暇で

自然とふれあうことで、精神的
な休息や自然への感性を得るな
ど人生を豊かにすることができ
ます。近年では、世代や性別を
問わず、多くの人々がレジャー・
余暇において、海・川・公園等
の自然や温泉を楽しみたいと考
えています（図3-1-21）。

自然とのふれあいは、自然環
境への知識を深めるのに加え、
環境と私たちの生活を見つめ直
し、環境問題を自分ごと化して
考える機会でもあります。登
山、ハイキング、キャンプ、

ロジェクトの成功に向けて、ユニリーバ・ジャパンの社員がマーケティングや営業のポイントを伝授しました。
町役場の職員にリーダーシップ研修も実施しています。こうした活動は、本業における商品開発や営業等の経
験等を活かして地域の役に立てるということで、社員のモチベーションや自信の創出にもつながっています。

さらに、静岡県掛川市では、ユニリーバ・ジャパンの本業の環境配慮を高める取組の実証実験を始める予
定です。また、掛川市の森里川海の豊かな自然環境が人材育成のために最適とのことで、社員のリーダーシッ
プ研修や新人研修も行われています。

このようなWAAの取組は、社外にも広がっています。ユニリーバ・ジャパンの新しい働き方に賛同する
企業・団体・個人によってTeam WAA!というネットワークが形成され、Team WAA!が地方自治体と連携
する取組も始まっています。

このような企業とコミュニティの新しい働き方は、地域と都会のお互いの資源を活かしながら、双方の課
題解決に資する地域循環共生圏の地域づくりにつながるものと言えます。

掛川市での森の中での研修の様子

資料：ユニリーバ・ジャパン

掛川市のコワーキングスペース

資料：ユニリーバ・ジャパン

	 図3-1-21	 性別・年代別の国内旅行のニーズ
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資料：観光庁「平成28年度観光地に関するアンケート調査」
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シュノーケリング、バードウォッチング、自然観察等は、豊かな自然の恵みを享受するものであり、そ
の恩恵がなければ楽しむことができないものです。

地域ぐるみで自然環境や歴史文化等の地域固有の魅力を観光客に伝えることにより、その価値や大切
さが理解され、保全につながっていくことを目指していく仕組みを「エコツーリズム」と言います。観
光客に地域の資源を伝えることによって、地域の住民も自分たちの資源の価値を再認識し、地域の観光
のオリジナリティが高まるとともに、地域社会そのものが活性化されていくと考えられます。

近年では、環境に配慮した取組や地域の自然資源を活用した宿泊施設等も増えており、環境保全に取
り組んでいる場所へ旅行することが、持続可能な地域づくりや自然資源の維持につながる可能性があり
ます。

一方、自家用車による旅行、それに伴う観光道路の渋滞等はCO2排出や大気汚染の原因になり、登
山に伴うごみのポイ捨て等は自然環境に負担をかけることとなります。自然環境の受入れ容量を超える
過剰な観光客の来訪により、自然環境や生活環境への負荷が生じる可能性もあることに留意が必要です。

以下では、私たちがレジャー・余暇における自然を享受できる取組や私たちの選択により持続可能な
地域づくりを促すことのできる取組を紹介します。

（2）国立公園と新宿御苑における自然の恵み等の享受
ア　国立公園満喫プロジェクト

自然とふれあうことにより、私たちは深い感動や安らぎを得ることができます。我が国の国立公園内
は、自然の景観だけではなく、野生の動植物、歴史文化等の魅力に溢れています。さらに日本の国立公
園の特徴として、森林、農地、集落等の多様な環境が含まれており、ほとんど手つかずで残された自然
を探勝できる一方で、自然と人の暮らしが織りなす景勝地で歴史や文化にふれることもできます。

岐阜県美濃加茂市は、エムティー
アイと協働して、2020年夏頃よ
り、地域の自然環境の保全活動や
地域資源を活用した取組を行う

「情報発信者」と市民の「利用者」
をつなぎ、人・モノ・資源・お金
を循環させることができるプラッ
トフォームであるスマートフォン
サービスの導入による地域循環共
生圏づくりの取組を始める予定で
す。具体的には、健康で自然との
つながりを感じる「ライフスタイ
ル」を実現するために、行政や企業、NPO、市民団体、地域が発信する健康や自然に関するイベント情報や
地域資源を活かした特産品の情報を住民に届けます。

市民は、本サービスを通じて日々更新される街の情報を得るとともに、地域の魅力も再発見することがで
きます。また、市民の防災意識の向上のために、平常時に防災イベントなどの発信も行います。

2021年以降は、サービス内で利用できるポイント制度の導入や、里山保全などの活動を地域内外の企業
が支援できる仕組みの導入を行うとともに、他地域でも活用できる汎用的なプラットフォームとして発展さ
せる予定です。

コラム
	 健康で自然とのつながりを感じる「ライフスタイル」を促す	

スマートフォンサービス

スマートフォンサービスを活用した事業イメージ

資料：エムティーアイ
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環境省では、2016年3月に政府が公表した「明日の日本を支える観光ビジョン」に掲げられた10の
柱施策の一つとして、国立公園満喫プロジェクトを実施・推進しています。2015年に490万人であっ
た訪日外国人の国立公園利用者を2020年に1,000万人とすることにより、国立公園の所在する地域の
活性化を図り、自然環境の保護と利用の好循環を実現することを目標としています。先行的、集中的な
取組を進める公園として、阿寒摩周、十和田八幡平、日光、伊勢志摩、大山隠岐、阿蘇くじゅう、霧島
錦江湾、慶良間諸島の8つの国立公園を選定し、民間活用によるサービスの向上や受入れ環境の整備、
国内外への強力な情報発信等の様々な取組を進めており、得られた知見を他の国立公園へと展開してい
ます。

具体的な例としては、地域の自然資源を活用した多様な宿泊サービス提供の取組として、環境省の
キャンプ場等にて、国立公園の雄大な自然をはじめ、その場所でしか体験できない上質な宿泊体験を提
供するために、民間事業者のノウハウを取り入れたサービスの提供や地元自治体・民間事業者等と連携
したグランピングの取組を進めています。2019年度は、5つの国立公園でグランピングの取組を行っ
ており、例えば大山隠岐国立公園では、国立公園の優れた自然景観と「神楽」を核とした地域独自の文
化をコンテンツとしたグランピングが実施されました。

また、国立公園における保護と利用の「好循環」の実現のため、地元自治体・民間等との連携によ
り、入域料の収受やツアー料金への上乗せ等の利用者負担による保全の仕組みづくりを進めています。
阿蘇くじゅう国立公園では、農閑期の牧野（草原）において登録ガイドによるバイクトレッキング等の
ツアーが開始され、ガイド料金の一部を草原の維持費用に補填する取組が行われています。

イ　新宿御苑の取組
国が管理する国民公園の一つである新宿御苑は、都心にありながら約60haの面積を有し、豊かな自

然や庭園が楽しめる場所です。近年は来園者が増加しており、2019年1月から12月末までの1年間で
は約245万人の人々が訪れています。

新宿御苑では、訪日外国人観光客への対応を含む来苑者の一層の満足度向上を目指し、2019年3月
から開園時間の延長を行ったほか、桜や菊花壇、紅葉の時期のライトアップ、民間カフェの導入、
キャッシュレス決済の取組等を進めてきました。また、新宿御苑インフォメーションセンターを中心に
国立公園等に関する展示設備の設置やPRコンテンツの作成等を行うとともに、新宿御苑自体の魅力向
上に向け効果的な園内案内や快適な滞在空間創出のための取組を実施しました。

	 図3-1-23	 新宿御苑のインフォメーションセンター
のイメージ

資料：環境省

	 図3-1-22	 新宿御苑のレストハウスの民間カフェ	
導入イメージ

資料：環境省

（3）新・湯治
温泉は、森・里・川・海やその連関が形成する豊かな自然の恵みによって支えられる自然資源です。
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古来より、日本人は温泉が持つ力に魅せられ、病気やけがの治癒を切に願う人、農閑期にいっときの
骨休めをする人が集い、温泉地ができました。明治期以降に西洋医学が導入されてからは、治癒よりも
保養・休養の場としての意味合いが大きくなり、観光地としての温泉地開発が進み、戦後はいわゆる

「団体旅行」の宿泊地としての様相が強くなり、単なる宴会の場となり、旅館のみの滞在で終わる旅行
者が増えました。

現在、我が国が、超高齢社会を迎える中、健康寿命の延伸、ワークライフバランスの確保、ストレス
コントロールが重要な課題となっています。

温泉地が、温泉の力、また、自然や文化等の地域が持つ地域資源の力を十分に発揮し、訪れる人が心
身ともにリフレッシュできるような場や機会を提供できれば、社会に活力を生み出すことができます。

温泉を利用することは、温泉資源の活用や維持だけでなく、私たちの心身の健康と休養、さらには地
域の活性化につながります。

そこで、環境省では、現代のライフスタイルに合った温泉の楽しみ方を「新・湯治」と位置付け、多
くの人が地域資源を楽しみつつ心身ともにリフレッシュすること、温泉地ににぎわいを創出することを
目指して取組を進めています。「新・湯治」では、温泉地訪問者が、温泉入浴に加えて、周辺の自然、
歴史・文化、食などを生かした多様なプログラムを楽しみ、地域の人や他の訪問者とふれあい、心身と
もに元気になることを提案しています。また、「新・湯治」の考えに賛同する地方自治体、団体、企業
等の多様な主体によるネットワークである「チーム新・湯治」を発足し、主体間の連携によってこれま
でになかった新しい取組の展開を期待しています。2020年3月末時点で300団体等が参加しています。
環境省が主催するセミナー等を通じて、温泉地における様々な取組をチーム員に共有しています。

温泉地では、土日祝日に利用客が集中しがちで、繁忙期と閑散期の差が激しいなどの課題がありました。
テレワークやワーケーションといった企業の働き方改革の中で温泉地を活用する新しいスタイルの滞在が進
んでいます。

東京から飛行機でのアクセスも良く、吉野熊野国立公園の豊かな自然環境や白浜温泉などの温泉地を有す
る和歌山県は、積極的にワーケーションの推進に取り組んでいます。和歌山県・和歌山県白浜町・三菱地所
で協定を締結し、白浜町のITビジネスオフィスの1室を三菱地所が内装整備を行い、2019年5月にワーケー
ションオフィス「WORK×ation Site 南紀白浜」として開設しました。豊かな自然と温泉に囲まれたオフィ
スは、テナント企業に開発型合宿やオフサイトミーティングなど様々な形で活用されています。

白浜温泉（崎の湯露天風呂）

資料：和歌山県白浜町

WORK×ation	Site	南紀白浜

資料：三菱地所

白良浜

資料：和歌山県白浜町

事例
	 温泉地×働き方改革で新しいスタイルの滞在	

（和歌山県、白浜町、三菱地所）
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（4）レジャー・余暇を通じた地域循環共生圏の創造に向けて
私たちが地域に訪れ、滞在し、地域資源の恵みを享受することは、新たな地域の需要を生み出し、地

域の自然資源を活かしたビジネスを応援することにつながります。
例えば、滞在する宿泊施設やレストラン等の飲食店は、一定規模の食や木材、エネルギー等のニーズ

を生み出します。この需要サイドである宿泊施設等が、地域産の有機農産物を積極的に仕入れること
で、地域の環境保全型農業等の持続可能なビジネス活動を支援することにつながります。また、環境に
負荷の少ないライフスタイルを紹介したり、地域の資源を活用した環境に負荷の少ない製品を生産する
現場を観光拠点とすることにより、訪問者がライフスタイルを見直す契機となる可能性があります。ま
た事業者側にとっては、観光による新たな収入を生み出し、事業性を向上させることもできます。

このような個人のレジャー・余暇の過ごし方及び地域の企業や行政等との取組との連携・協働が地域
循環共生圏の創造に寄与することができます。

「BIO HOTEL（以下「ビオホテル」という。）」は、
ドイツ南部・オーストリア西部を発祥とし、宿泊者
の健康と経営・サービスにおける環境配慮基準の達
成を規約とし、欧州のビオホテル協会の認証を受け
たホテルのことを言います。ビオホテルでは、有機
農業により生産された農産物等を使った料理を提供
し、コスメやシャンプー等のアメニティも植物由来
で化学物質を使用しておらず、再生可能エネルギー
を使用した経営がされています。このようにビオホ
テルの取組は、地域の環境保全や持続可能な農業に
資するものに一定の需要を生み出すことを通じて、
周辺地域の持続可能性を向上させることも目指して
います。

日本でも、ビオホテル協会の公認を受けた「一般社団法人日本ビオホテル協会」が認証したビオホテルが
あります。その一つが福島県須賀川温泉にある「おとぎの宿 米屋」です。

おとぎの宿 米屋では、地域産を中心とした有機食材の料理や飲料、国際的なオーガニック認証を受けた
シャンプー等のアメニティを提供しています。天然温泉が楽しめることに加え、温泉熱を活用して給湯や冷
暖房のエネルギーを供給する設備を導入しており、熱源に係るCO2排出量を約7割削減し、これまで燃料と
していた灯油を一切使用せず稼働しています。

また、おとぎの宿 米屋には、近隣エリア及び東北地方の有機栽培・自然栽培生産者、加工食品生産者、醸
造元等から、積極的に農作物・畜産物の供給提案があり、おとぎの宿 米屋で必要な農産物への作付け計画を
行っており、定期的に生産者が集まる会合を開催し、今後の方針や生産者間の情報交換を実施するなどコミュ
ティを形成しています。また、有機栽培等環境再生型農業経験者を雇用し、近隣の耕作放棄地を活用した農
作物栽培に加え、農業経験者と共に障害者の活躍の場を提供する農福連携にも取り組んでおり、おとぎの宿 
米屋を通じて、有機農業等の取組が広がっています。

事例	 日本におけるBIO	HOTEL（おとぎの宿米屋）

おとぎの宿	米屋	露天風呂「月」

資料：おとぎの宿�米屋
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	 第2節	 ライフスタイルイノベーションが促す社会変革

θ	1	 ライフスタイルイノベーションが促す脱炭素型の地域循環共生圏

第1節では、私たちの日々の暮らし、働き方、余暇の過ごし方を変えていくこと、すなわちライフス
タイルを転換していくことにより、経済活動に大きなシグナルを与え、CO2排出量等の削減等の環境
保全に寄与し社会変革を促していくことができる可能性について概説してきました。

加えて、食の地産地消や住まいにおける再生可能エネルギーや木材の利用等地域資源を持続可能な形
で利用するライフスタイルは、環境保全に加え、地域の経済循環を促し、地域の農林水産業など地域産
業の持続可能性にも寄与するとともに、今後気候変動の影響が顕在化することが予想される中、豪雨災
害等による停電や流通が滞った場合などにも対応することが可能です。働き方改革の動きや集団による

2019年11月、KURKKUは、千葉県木更津市にある約30haという広大な土地に、農場、食肉加工場、レ
ストラン、野外アート作品等を備えたサステイナブルファーム＆パーク「KURKKU FIELDS（以下「クルッ
クフィールズ」という。）」を開業しました。

クルックフィールズでは、サステイナブルな未来を体験できるコンテンツが様々用意されています。例え
ば、農場では有機JAS認証を取得したオーガニックな野菜の栽培、ハム・ソーセージ工場では、獣害対策の
ため駆除されたイノシシ等の加工肉の提供、また、養鶏場では、広い平飼いの環境で飼育された鶏による卵
を提供するなど、生産、加工、消費が一体となった素材のストーリーを感じられる場づくりが行われていま
す。また、フィールド内に生産地・生産者・消費地が一体として存在するため、市場に出るまでに捨てられ
る野菜の活用や消費者の体験や気づきを生産側に還元するなど、料理人にとっても大変クリエイティブな環
境になっています。

また池の水を太陽光発電の電力を活用したポンプでくみ上げ、植物や微生物など自然の力を利用した水質
浄化システム「バイオジオフィルター」を場内に整備し、微生物が分解した養分を植物が栄養素として吸い
上げ多様な生態系が育まれており、フィールドにおける排水も同様に浄化するなど、水の循環によって自然
のバランスが保たれていることを体感することができます。

クルックフィールズでは、訪れる人に、サステイナブルをライフスタイルの中に取り込んだモデルを分か
りやすく紹介しています。クルックフィールズに訪れ、普段の生活の中で意識していなかった自然とのつな
がりを実感することで、サステイナブルであることが未来のかたちとしてより良いことであるという気づき
を与えることを目指しています。

養鶏場の様子

資料：KURKKU

クルックフィールズの全体像

資料：KURKKU

コラム	 KURKKU	FIELDSで体験するサステイナブルな未来のかたち
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感染症の広がりを防止する観点等から、テレワーク等の柔軟な働き方も広がりつつあります。さらに、
本章では、より健康的な暮らしづくりという観点から、断熱性の高い省エネ住宅や森林浴等の自然体験
の有用性などについてもふれてきました。このように環境に配慮したライフスタイルをレジリエントな
ものにつなげていくという視点も重要です。

一方、私たち一人一人の行動は経済社会や職場などのルール、インフラなど周囲の環境により様々な
制約を受けています。環境に負荷が少なく、品質の高いモノやサービスが便利に、手の届く価格で入手
可能でなければ、個人の力だけで大きな変革を起こすこともできません。そのため、私たちが、無理な
く、便利に、すぐにでも持続可能で脱炭素型のライフスタイルを選択できるような社会や経済をつくっ
ていくため、国民、企業、政府、地方自治体、金融機関等による様々なステークホルダーとの協働が必
要です。

地域循環共生圏を創るために、各分野において革新的な取組（イノベーション）が求められていま
す。第五次環境基本計画では、経済社会システム、ライフスタイル、技術といったあらゆる観点からイ
ノベーションを創出することを求めています。

例えば、IGESの研究者らが取りまとめた「ライフスタイルのイノベーションへ向けたEBPM」によ
れば、ライフスタイルのイノベーションは「個人の単なる意識や選択ではなく、製品・サービスの消費
とそれに関連する生活時間、雇用、娯楽、社会的つながり等を含めた生活様式を社会技術システムと一
体的に転換することを目指すもの」とされています。

すなわち、ライフスタイルイノベーションに当たっては、個人の積極的な選択に加え、国民一人一人
が快適で利便性の高い脱炭素型のライフスタイルが選択できるよう、本章で紹介した事例のような企
業、行政、国民等によるライフスタイル転換を促す取組との連携、協働が必要不可欠です。そして、こ
のようなイノベーションを通じて、環境保全、社会福祉、経済の活性化等を同時に実現する脱炭素型の
持続可能な地域づくりである「地域循環共生圏」の創造を促すことができると考えられます。

ライフスタイルイノベーションが、具体的にどのような形で地域循環共生圏づくりにつながっていく
かについて、図3-2-1、図3-2-2のとおり図示しました。一人一人の個人の積極的な取組と、衣食住、
エネルギー・交通サービスを提供するモノづくりやサービス等の地域の多様なビジネスとが協調し、さ
らには原材料等を提供する農林水産業を活性化させ、地域の自然資源や地球環境保全に貢献します。ま
た、個人の一人多役などの働き方、ワーケーション、エコツーリズムといった余暇の過ごし方が、地域
の枠を超えた都会と地方との交流を通じて、持続可能な地域づくりに貢献することができます。

環境省では、生活者目線で地域循環共生圏づくりを広げる、すなわち一人一人や1社1社の取組によ
り脱炭素型の持続可能な地域づくりを進める「森里川海プロジェクト」を展開してきました（図3-2-
3）。

森里川海が本来持つ力を再生し、その恵み（清浄な空気、豊かな水、食料・資材等の恵みを供給する
力や自然災害へのしなやかな対応力、再生可能エネルギー等）を引き出すことで、森里川海とその恵み
が循環する社会をつくります。私たちの暮らしは森里川海の恵みに支えられているだけでなく、日々の
暮らし方を変えること、それが企業や行政等の取組と協働することを通じて、森里川海を支えることが
でき、それが社会変革への原動力となります。
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	 図3-2-2	 ライフスタイルイノベーションが促す地域循環共生圏（ワーキング・余暇・レジャー編）

資料：環境省

	 図3-2-1	 ライフスタイルイノベーションが促す地域循環共生圏（衣食住編）

資料：環境省
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	 図3-2-3	 つなげよう、支えよう森里川海プロジェクト

守る　支える　活用する

私たちの暮らしを支える森里川海

土砂災害を防ぎ、
豊かな水を育む

森
しなやかで、
生命があふれる

川

災害に強く、
魚湧く

海

生命の恵みを活かし
安全で豊かな暮らしを育む

里

恵み（生態系サービス）
安全・安心・清く豊かな水
清浄な空気・土壌の保全
安全で美味しい食糧
バイオマス・地域特産品
災害防止・レクリエーション
再生可能エネルギー

人口減少、高齢化、過疎化、気候変動、過去の乱開発、
資源の海外依存、木材利用低下など、様々な要因により、
我が国の自然環境は荒廃し、国民の暮らしにも影響。

自然の恵みを引き出し、
経済性を伴なってまわる仕組みづくりと
それを支えるライフスタイルへの変革

資料：環境省

世界の平均気温の上昇を1.5℃に抑えるためには、私たちのライフスタイルをどのようなものにすればよ
いのでしょうか。

先にふれた1.5℃ライフスタイルレポートでは、様々な低炭素型の暮らしの選択肢がどの程度の割合で導
入されるかに係る採用率を考慮した上で、カーボンフットプリントの削減量を仮の想定で試算しています。
日本における特定の低炭素型ライフスタイルの選択肢の総合的影響を評価したところ、約30の選択肢を65-
75％の採用率で導入すると2030年までに2℃目標（ネガティブ・エミッション技術の大規模利用を想定）
及び1.5℃目標（ネガティブ・エミッション技術の大規模利用に依存しない）が達成できることが試算され
ています。2050年目標を達成するには、一層多様な低炭素型ライフスタイルの選択肢と、一層革新的な製
品・サービスの供給システムを整備することが必要になってきます。したがって、一般市民の行動変化を促
進することと並行して、低炭素製品・サービスや、低炭素ソリューションを支えるインフラ設計を含む、有
効かつ魅力的な解決策を早急に開発し、広範囲に提供しなければならないともしています。

IGESの研究は、ライフスタイルが温室効果ガス（GHG）排出量や気候変動問題に及ぼす影響を明らかに
し、低炭素ライフスタイルによるGHG削減の可能性を評価することを目的としています。どのようなライフ
スタイルであれば、持続可能で脱炭素型かつ生活の質を更に高めていくことができるのか、地域や個人個人
の多様な状況を踏まえ、社会全体で未来の在り方を考えていかなければなりません。そして、持続可能で脱
炭素型のモノやサービスが無理なく、便利に、手の届く価格で、すぐにでも広がるよう、新しい生産消費シ
ステムと暮らしの在り方を実現することができれば、消費者と生産者のどちらにもメリットがあります。

コラム	 脱炭素型ライフスタイルのための選択肢
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θ	2	 気候変動をはじめとした地球環境の危機に対応する社会変革に向けて

第1章で述べたとおり、私たちは、気候変動をはじめとして海洋プラスチック汚染、生物多様性の損
失等環境の危機的な状況に直面しています。このような中2020年という年は、脱炭素社会づくりに向
けた国際的枠組みのであるパリ協定が本格的に運用される年であり、また、海洋プラスチックごみ問題
や生物多様性保全の観点からも危機的な状況に対応するため更なる取組を強化していく転換点です。

現在の大量生産、大量消費、大量廃棄の経済・社会システムを見直し、さらには、温室効果ガスの排
出量の実質ゼロ、海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにする社会変革が求められていま
す。この社会変革は、決して国民に我慢を強いるものではなく、むしろ、心身ともに健康でより豊かな
生活を送ることのできる持続可能な社会づくり、すなわち環境・経済・社会を統合的に実現するSDGs
の達成に向けて取り組むことが重要です。

このような社会変革を確実に進めていくためには、第2章で述べた政府、地方自治体、企業、金融機
関等各主体における率先した取組が求められます。例えば、自治体がバックキャスティングの視点に
立って、率先してゼロカーボン宣言を行い、2050年に向けた取組に向けた意欲を示すことを通じて、
当該地域内外の企業、市民、団体等の取組を動機付ける新しい動きも始まりました。

これらの主体のパートナーシップのもと、地域の課題を解決するために、地域の多様な資源を活用

日本における低炭素型ライフスタイル選択肢の一人当たりカーボンフットプリント削減効果の推計値の比較

0 300 600 900 1,200
（kgCO₂e/人/ 年）

0 300 600 900 1,200
（kgCO₂e/人/ 年）

0 300 600 900 1,200
（kgCO₂e/人/ 年）

採用率15% 採用率30% 採用率65%(2S目標) 採用率75%(1.5D目標) 採用率100%

菜食
a）食

赤身の肉を低炭素型のたんぱく源に転換

食料生産の効率改善

乳製品を植物由来の代替品に転換

菓子・アルコール類の削減

食品ロス削減（供給側）

食品ロス削減（家庭）

再生可能エネルギー由来の系統電力に切替
b）住居

電力ミックスの転換（国の 2030 年計画）

再生可能エネルギー設備の設置

効率改善（家電）

効率改善（発電設備）

コンパクトな住居空間（平均的な集合住宅）

住居の断熱

温水の節約

暖房にヒートポンプ（エアコン）使用

自動車を使わない個人的用途の移動（公共交通）
c）移動

電気自動車

ライドシェア（一台当たり 2 人乗車）

自動車の燃費向上

職住近接（20% の距離）

ハイブリッド車

近場で週末のレジャーを過ごす（20% の距離）

自動車を使わない通勤（公共交通）

テレワーク（ホワイトカラー職）

飛行機による移動の削減（国際線）

飛行機による移動の削減（国内線）

資料：�公益財団法人地球環境戦略機関（IGES）「1.5℃ライフスタイル―脱炭素型の暮らしを実現する選択肢―」

123第2節　ライフスタイルイノベーションが促す社会変革

第

3
章



し、経済社会システム、ライフスタイル、技術といったあらゆる観点からイノベーションを創出して、
脱炭素社会や地域循環共生圏の実現につなげることが必要です。

また、私たちの個人のライフスタイルを帰因とする温室効果ガスの排出量は全体の6割に相当する量
になっています。第3章においては、このような社会の動きと併せて、環境保全と深く関わりのある私
たち個人個人のライフスタイルを変えていくことが社会変革に大きく寄与し得ることについて紹介しま
した。個人が環境とのつながりを意識した日常生活での選択や行動をとっていくライフスタイルの変革
と衣食住等のモノづくりやサービス等の地域の多様なビジネスの動きが協調することで、地域循環共生
圏を構築していくことができます。

このように気候変動の危機等に対応する社会変革に向けては、政府、地方自治体、企業、金融機関、
NPO、研究機関や個人等あらゆる主体が率先した取組を行うとともに、関係主体間の連携・協働する
ことで、脱炭素の持続可能な社会を共創していくことが必要不可欠です。

2020年という年を、各主体のそれぞれが持つ経験、知恵、技術を結集して、具体的な行動を通して
社会変革をしていく、持続可能な未来に向けた分岐点にすることが求められています。
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